
第３回 北杜市有機農業推進検討会 会議録 

 

 

 

１．開催日時  令和５年２月３日（金）午後４時から 

 

 

２．開催場所  北杜市役所 西館２階会議室 

 

 

３．出席委員  畑山貴宏、石川宏治、高瀬弘樹、小池英幸、中村和希、草野香寿恵、 

瀬戸義和、中澤滋芳、中山和彦、福田和久 

 

 

４．事務局   産業観光部 商工・食農課 食育・地産地消担当 日向重貴、上野亜弥 

         

 

５．会議録署名 草野香寿恵委員、中澤滋芳委員 

 

 

６．公開・非公開の別  公開 

 

 

７．傍聴人  ２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．開会 

 

２．会長挨拶（畑山会長） 

 

３．議事（議長 畑山会長） 

 （１）「岐阜県白川町視察（令和４年１２月６日）の報告」 

    視察に参加した３名の委員（畑山委員、高瀬委員、草野委員）より内容を報告 

    ・視察先：岐阜県白川町「ＮＰО法人 ゆうきハートネット」 

    ・視察内容：農業研修施設兼加工施設「黒川マルケ」にてゆうきハートネットの 

活動内容の説明を受け、その後、圃場を見学 

        ・ゆうきハートネットの概要 

有機農業者が中心となり、生産者の技術向上や就農支援、体験交流、販売促進 

の取組を行っている。 

     「有機農業で町内の農業と町を元気にしたい」をコンセプトに、平成１０年に団 

体を組織した。 

 有機農業の発展には新規就農者の確保が必須であるとして、町と協力する中で会       

員からの空き家情報を集約し、移住者に斡旋している。 

このほか、名古屋市内の団体や飲食店と連携する中で、「有機農業体験ツアー」、 

「有機農業にふれる会」などを実施している。 

 

 （２）「北杜市有機農業実施計画」の素案について 

事務局より説明 

 

  委員     ５ページの新規就農者への支援の中に農地の確保とあるが、実際、市で     

        はどの程度まで空き農地の把握をしているか。 

         農地が確保できなければ、新規就農者の増加は図れない。 

 

  事務局    現時点では、すべてを把握している状況ではない。今後、他の部署（農 

業振興課）とも連携する中で、地域の皆様からの情報提供もいただき、円 

滑な農地確保に向けた検討を進め、新規就農者の確保を図りたい。 

 

  委員     ７ページの実施体制図において、販路拡大や消費拡大は、「北杜市フー 

ドバレー協議会」、「消費者」、「学校給食」の役割として記載されているが、 

流通体制の確保がどこにも記載されていない。必要ではないか。 

         

 



  事務局    委員御指摘のとおり、販売店舗、飲食店等の役割に効果的な物流体制の 

確保の記載を行わせていただく。 

 

    委員     ７ページの実施体制図において、行政機関（山梨県と北杜市）は有機農 

業者と連携することとして記載されている。しかし、北杜市の計画なので 

中心の行政機関は北杜市として有機農業者と連携する記載がよいのでは 

ないか。山梨県は、その中心となる北杜市と有機農業者と連携する形で記 

載する方が分かりやすい。 

 

  事務局    委員御指摘のとおり、記載を修正させていただく。 

 

  委員     本年度の取組において、市内で生産された有機農業農産物の販路拡大を 

図るためにポップの設置や動画の放映を行っているが、消費者の声はど 

のようにして確認するのか。 

 

  事務局     本年度、有機農業推進プロモーション動画とは別に、１５秒程度の 

コマーシャルを制作し、首都圏の映画館やＴＶer（見逃し配信無料動画 

サービス）で放映することにより本市の有機農業をＰＲする取組を行っ 

た。これについては、コマーシャルの中に、市のホームページにつなが 

る検索ワード「北杜 有機応援」を入れ込んでいることから、市のホー 

ムページの閲覧数で評価することとした。 

          しかし、販売店舗に設置したポップやプロモーション動画の放映につ 

いては、消費者の皆様に個々にアンケートを行うことは難しいと考えて 

いる。 

 

  委員      消費者へのアンケートは難しいと思うが、店舗へのアンケートは実施 

した方がよいのでは。 

 

    事務局     委員御指摘のとおり、消費者の皆様の反応を確認するためにも有効で 

あると考えられるので、各販売店舗へのアンケート調査を実施する。 

 

議長      その他、意見が無いようであれば本日の会議は終了としたいがよろし 

いか。 

 

  委員      異議なし。 

 



  議長     本日、委員の皆様の御意見をいただいたが、計画（案）の内容に大きな 

変更が無いため、改めて本検討会を開催することなく、事務局で修正し、 

各委員にメールなどで最終確認を行っていただく方向でよろしいか。 

 

    委員     異議なし。 

 

  議長     続いて、その他として御意見等があればお願いしたい。 

 

  事務局    北杜市有機農業推進検討会設置要綱において、本検討会の所掌事務は 

「有機農業実施計画の策定に関すること」、「有機農業の推進施策の検討 

に関すること」、「有機農業の推進による成果の分析及び評価に関するこ 

と」と定めている。このため、今後、計画に基づき円滑に事業を進める上 

で、次年度以降も本検討会を開催し、委員の皆様からの御意見を伺ってい 

きたいことから、御理解と御協力をお願いしたい。 

  

  委員     異議なし。 

   

議長      その他、意見がないようであれば本日の会議は終了としたいがよろし 

いか。 

        

委員     異議なし。 

  午後５時３０分終了 

 

              

 


